
の期間が５年を満たすこと
となった日）が令和７年４
月１日以降の方が、支給率
変更の対象となります。 

 
◆支給率 
【令和７年３月 31 日以

前の方】 
○61％以下➡各月に支払わ 
れた賃金額の 15％ 

○各月に支払われた賃金の
低下率が 61％超 75％未
満➡各月に支払われた賃
金の 15％から０％の間
で、賃金の低下率に応じ、
賃金と給付額の合算が
75％を超えない範囲で設
定される率 

○75％以上➡不支給 
【令和７年４月１日以降
の方】 

○64％以下➡各月に支払わ
れた賃金額の 10％ 

○各月に支払われた賃金の
低下率が 64％超 75％未
満➡各月に支払われた賃
金の 10％から０％の間
で、賃金の低下率に応じ、
賃金と給付額の合算が
75％を超えない範囲で設
定される率 
・75％以上➡不支給 

 
リーフレットには、支給率

の早見表なども掲載されて
います。高年齢雇用継続給付
を受給予定の方、申請予定の

事業主の方は、確認しておく
とよいでしょう。 

 
【厚生労働省「令和７年４月１日から高

年齢雇用継続給付の支給率を変更しま

す」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisak

unitsuite/bunya/0000160564_000

43.html 

 

 

１２月の税務と労務の手続期
限［提出先・納付先］ 
 
１０日 
○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便
局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取
得届の提出＜前月以降に
採用した労働者がいる場
合＞ 
［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別徴
収税額の納付［郵便局ま
たは銀行］ 
 

３１日 
○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 
○ 健康保険印紙受払等報告

書の提出［年金事務所］ 
○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報
告書の提出［公共職業安
定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出
（雇用保険の被保険者で

ない場合）＜雇入れ・離
職の翌月末日＞［公共職
業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税
の納付＜第 3 期＞［郵
便局または銀行］ 

○ ※都・市町村によっては
異なる月の場合がある。 
 

本年最後の給料の支払を受
ける日の前日まで 
○ 年末調整による源泉徴

収所得税の不足額徴収
繰延承認申請書の提出 
［給与の支払者（所轄税
務署）］ 

○ 給与所得者の保険料控
除申告書、給与所得者の
配偶者控除等申告書、 
住宅借入金等特別控除
申告書、給与所得者の基
礎控除申告書、 
所得金額調整控除に係
る申告書の提出［給与の
支払者（所轄税務署）］ 

○ 給与所得者の保険料控
除申告書、給与所得者の
配偶者控除等申告書、 

○ 住宅借入金等特別控除
申告書の提出［給与の支
払者（所轄税務署）］ 

○ ※提出・納付期限が、土
曜・日曜・祭日と重なる
場合は、翌日になりま
す。 

い、また、50 人以上の事

業場における実施内容を一

律に求めることは困難とし

て、国が現実的で実効性の

ある実施体制・実施方法に

ついてのマニュアルを作成

する、との方向性が示され

ています。このほか、支援

体制の整備等のため、施行

までに十分な準備期間を設

けるともされています。 

ちなみに、制度創設当時

のスケジュールでは、改正

法公布（2014 年６月 25

日）から施行（2015 年

12 月１日）を経て、１年

以内（2016 年 11 月 30

日まで）に第１回目を実施

することとされました。 

 

◆「集団分析・職場環境改

善」は努力義務 

ストレスチェック制度で
は、集団分析を実施し、そ
の結果を勘案して「当該集
団の労働者の心理的な負担
を軽減するための適切な措
置を講ずる」努力義務も課
されていますが、50 人以
上の事業場も含めて、「義務
とすることは時期尚早」と
されたため、義務化は見送
られました。 

【厚生労働省「第 170 回労働政策

審議会安全衛生分科会（資料）」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/new

page_44958.html 

 

 

令和７年４月１日から高年

齢雇用継続給付の支給率

が変更されます 

 
厚生労働省は、「雇用保険

法等の一部を改正する法
律」（令和２年法律第14号）
の施行に伴う、令和７年４
月１日からの高年齢雇用継
続給付の支給率の変更につ
いて、リーフレット等を公
開しました。 

  
◆高年齢雇用継続給付とは 
高年齢雇用継続給付は、

高年齢者の就業意欲を維
持、喚起し、65 歳までの雇
用の継続を援助、促進する
ことを目的とし、60 歳到達
等時点に比べて賃金が
75％未満に低下した状態
で働き続ける 60 歳以上
65 歳未満の一定の雇用保
険一般被保険者に給付金を
支給する制度です。 
◆対象者 

60 歳に達した日（その
日時点で被保険者であった
期間が５年以上ない方はそ

ストレスチェックの実施義

務が 50 人未満事業場に

も拡大へ 

  

◆来年通常国会に改正法案
提出予定 

11 月６日に開催された
労働政策審議会安全衛生分
科会に、50 人未満事業場
へのストレスチェック実施
を義務化する案が示され、
概ね了承されました。今後
は厚生労働省が報告書をま
とめ、来年の通常国会に労
働安全衛生法の改正法案が
提出される見通しとなって
います。 
精神障害の労災支給決定

件数が、ストレスチェック
制度の創設された 2014
年に比べ約２倍に増えてい
る一方、50 人未満事業場
ではメンタルヘルス対策に
取り組む事業場の割合が低
い（令和５年労働安全衛生
調査による）ことから、実
施義務の範囲が拡大される
こととなりました。 

 
◆実施負担に配慮した施策
が講じられる 
案では、実施結果の監督

署への報告義務は課さな
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